
阿賀野市告示第１２６号  

 阿賀野市移住・就業支援事業における移住支援補助金交付要綱の一部を改正

する要綱を次のように定める。  

  令和８年５月２８日  

                     阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市移住・就業支援事業における移住支援補助金交付要綱の一部を

改正する要綱  

阿賀野市移住・就業支援事業における移住支援補助金交付要綱（令和元年阿

賀野市告示第１４号）の一部を次のように改正する。  

 第２条第１号ア(ア)中「離島振興法（昭和２８年法律第７２号）半島振興法

（昭和６０年法律第６３号）又は小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和４４年

法律第７９号）の指定区域を含む市町村（政令指定都市を除く。）」を「離島振

興法（昭和２８年法律第７２号）、半島振興法（昭和６０年法律第６３号）及

び小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和４４年法律第７９号）で規定される

条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村、及び平

成２２年国勢調査から令和２年の国勢調査の人口減少が１０％以上の市

町村」に改め、同条第３号ウ中「デジタル田園都市国家構想交付金（デジタ

ル実装タイプ（地方創生テレワーク型））」を「地域未来交付金（デジタル実装

型）」に改める。 

 第１号様式を次のように改める。  
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第２号様式の２を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   附 則  

 （施行期日）  

１ この告示は、令和８年５月２８日から施行し、改正後の阿賀野市移住・就

業支援事業における移住支援補助金交付要綱の規定は、令和８年４月１日か

ら適用する。  

 （経過措置）  

２ 改正後の阿賀野市移住・就業支援事業における移住支援補助金交付要綱の

規定は、令和８年４月１日以降に転入した者に適用し、同日前に転入した者

は、なお従前の例による。  

 


